
天然資源がきわめて少ないわが国が持続可能な発展を続けて

いくためには，廃棄物などの循環資源が適正・有効に利用・処

分される「循環型社会」を構築していくことが必要であり，中

でも，排出量，最終処分量ともに産業廃棄物全体の約２割を占

める建設産業にその先導的な役割が求められています。

国土交通省では，これまで建設リサイクルや建設副産物の適

正処理等を推進するための方策について検討を行い，本年３月

に「建設リサイクル推進に係る方策」を発表し，本方策を受け

て本年４月には，建設リサイクルの推進に向けた基本的な考え

方，目標，具体的施策をとりまとめた「建設リサイクル推進計

画２００８」を策定しました。

今回の特集では，この「建設リサイクル推進計画２００８」の概

要を中心に，独立行政法人土木研究所の舗装廃材再生利用に関

する研究，建設業界における取り組み，そして，建設現場や企

業における先進的な取り組み事例を紹介します。



１． はじめに

天然資源に乏しいわが国の持続的発展のために

は，３R（リデュース，リユース，リサイクル）

の取り組みを充実させ，廃棄物などの循環資源が

適正・有効に利用・処分される「循環型社会」を

構築していくことが必要であり，産業廃棄物の約

２割を排出している建設分野においても応分の役

割を果たさなければなりません（図―１）。

これまで国は，「再生資源の利用の促進に関す

る法律」（平成３年制定）の趣旨に基づく公共工

事におけるリサイクル原則化や，「建設リサイク

ル法」に基づく特定建設資材廃棄物の分別解体，

再資源化の義務付けなどの施策を講じており，そ

の結果，建設廃棄物の再資源化率は民間工事も含

めて９２％（平成１７年度）まで上昇しました（図―

２）。しかし，「リユース」および「リサイクル」

については進んでも，「リデュース」すなわち発

生抑制についてはまだまだ取り組みの余地がある

ものと考えられます。

また，廃棄物の不法投棄量のうち約７割を建設

廃棄物が占めています（図―１）。不法投棄は循

環型社会の構築を阻害しているのみならず，自然

環境や生活環境の悪化を招き，本来支払うべきコ

http : //www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/

「建設リサイクル推進計画２００８」
の策定について
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図―１ 産業廃棄物に占める建設廃棄物の割合（左）と不法投棄量に占める建設廃棄物量の割合（右）
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スト以上の負担を社会に転嫁していることにつな

がっています。

かかる現状を鑑み，国土交通省では，建設リサ

イクルや建設副産物の適正処理等を推進するため

の方策について検討を行い，社会資本整備審議会

環境部会および交通政策審議会交通体系分科会環

境部会に設けた小委員会において「建設リサイク

ル推進に係る方策」を平成２０年３月にとりまとめ

ました。

またこれを受けて，建設リサイクルの推進に向

けた基本的な考え方，目標，具体的施策をとりま

とめた「建設リサイクル推進計画２００８」を平成２０

年４月に策定し，関係機関や業団体に周知する予

定としております。本計画は国，地方公共団体の

みならず民間が行う工事を対象としているもの

で，その具体的な内容についてご紹介します。

２． 本計画の基本的な考え方について

本計画は，!関係者の意識の向上，"持続可能

な社会を実現するための他の環境政策との統合的

展開，#民間主体の創造的取り組みを軸とした建

設リサイクル市場の育成と技術開発の推進の３本

の柱を基本的な考え方としています。

!については，不法投棄の根絶や３Rの推進に

当たり，行政はもとより，建設事業および建設事

業に係る物質循環にかかわるすべての関係者が循

環型社会の形成に向け高い意識を持ち，それぞれ

の責務を果たすべきであるというものです。関係

者には購買者としての国民も含まれます。

"については，天然資源の投入量と最終処分量

の抑制を図るだけではなく，適正処理の徹底や，

再資源化商品の利用に当たっての環境安全性の担

保，リサイクルに伴う温室効果ガス排出への十分

な配慮など，リサイクルに当たって自然環境保全

や生活環境の保全を図るべきであるというもので

す。

#については，リサイクルに取り組む企業が正

当に評価される市場を整備するため，民間主体の

創造的な取り組みの効果の「視える化」を進める

とともに，民間の技術開発意欲を高める必要があ

るというものです。

本計画においては，これらの考えに基づいて国

土交通省がとるべき具体的な施策を定め，国土交

通省内に設置される「建設廃棄物等対策推進会

議」においてフォローアップを実施するものとし

ております。

図―２ 建設副産物の品目別再資源化率等の状況（H１７建設副産物実態調査より）
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３． 目標値の設定

本計画では平成２０年度から平成２４年度までの５

カ年を計画期間として，表―１の目標値を設定し

ました。従前の取り組みで十分な成果が得られて

いるアスファルト・コンクリート塊およびコンク

リート塊については現状維持を目標とする一方

で，建設発生木材の再資源化率，建設汚泥の再資

源化・縮減率および建設混合廃棄物の排出量につ

いてはより高い目標を設定しました。

今後，目標達成に向けて次項に示す施策を実施

していくとともに，建設副産物の実態調査の結果

に基づき，目標達成の進捗状況をフォローアップ

していきます。

４． 推進計画に掲げた
代表的施策について

! 情報管理と物流管理

建設副産物を再資源化しても製品として再利用

されることなく破棄されたり，逆に再資源化され

たものの原材料等の情報が不足しているために再

生利用しにくいなど，情報不足がリサイクルを阻

害している面があるため，以下の取り組みについ

て実施します。

・建設副産物の発生から再資源化，適正処理およ

び製品化までの一連の情報追跡および管理方策

（「建設副産物物流の視える化」）についての検

討

・効率よく適正な建設リサイクルの推進のため，

建築物の履歴情報（設計情報，材料，資材製造

者等）が蓄積され，活用できる仕組の検討 等

" 関係者の連携強化および理解と参画の推進

発注者，資材製造者，設計者，施工者，廃棄物

処理業者など，多岐にわたる関係者間の意志の疎

通や情報交換が不十分であることも建設リサイク

ルが進まない一因となっています。また，コスト

優先の考えから，リサイクルに要する負担等に理

解が得られないことも考えられます。そうした現

状を踏まえ，以下の取り組みについて実施しま

す。

・設計段階でライフサイクルコストや分別解体，

再資源化のしやすい構造や資材の採用を促すた

めの基準類の整備および直轄事業への適用

・関係者間の意見交換の仕組の検討

・適正な費用負担に関する啓発 等

# 建設リサイクル市場育成のための環境整備

リサイクル市場においては，廃棄物処理を安価

で請け負いながら不法投棄をするなど，「悪貨が

良貨を駆逐する」事態となる恐れがあることか

ら，以下の取り組みについて実施します。

・中小建設業のコンプライアンス体制の確立

・質の高いリサイクルを推進している企業が公正

かつ客観的に評価されるための情報収集・評

表―１ 建設リサイクル推進計画の目標値

対象品目 指 標
推進計画２００２
（H１７目標）

H１７実績
H２２目標

（中間目標）
H２４目標 H２７目標

アスファルト・コンクリート塊 再資源化率 ９８％以上 ９８．６％ ９８％以上 ９８％以上 ９８％以上

コンクリート塊 ９６％以上 ９８．１％ ９８％以上 ９８％以上 ９８％以上

建設発生木材 ６０％ ６８．２％ ７５％ ７７％ ８０％

建設発生木材 再資源化・縮減率 ９０％ ９０．７％ ９５％ ９５％以上 ９５％以上

建設汚泥 ６０％ ７４．５％ ８０％ ８２％ ８５％

建設混合廃棄物 排出量 ３６３．６万t
（H１２比・２５％）

２９２．８万t ２２０万t
（H１７比・２５％減）

２０５万t
（H１７比・３０％減）

１７５万t
（H１７比・４０％減）

建設廃棄物全体 再資源化・縮減率 ８８％ ９２．２％ ９３％ ９４％ ９４％以上

建設発生土 有効利用率 （７５％） （６２．９％）
８０．１％ ８５％ ８７％ ９０％
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価・情報発信の効果的な手法についての検討

等

また，物質循環が市場として機能するには，建

設副産物の発生量に見合った需要が確保されなけ

ればならないことから，地域内循環を基本とし

て，地域での需給バランスの均衡に資する情報収

集および情報発信のあり方について検討します。

! リサイクル技術の開発促進

建設副産物の潜在的な資源価値を引き出すため

に必要な技術開発（例えば再生骨材の繰り返し利

用回数を高めるための技術等）の促進や，効率的

な建設副産物物流の構築に資するCO２削減効果等

環境負荷低減効果の算定方法の開発等を促進しま

す。

" 発生抑制の推進

３Rの推進に当たって，発生抑制についてはま

だまだ取り組みが不十分であることから，以下の

取り組みについて実施します。

・予防保全の実施による構造物の延命化や既存官

庁施設のリノベーションなど，民間に率先して

既存ストックの有効活用

・住宅の長寿命化（２００年住宅）の推進

・既存ストックを有効活用したまちづくり，社会

環境変化を見越したまちづくり

・設計段階から将来の修繕や解体における廃棄物

の発生を考慮するために，設計段階で評価可能

な発生抑制に関する指標の策定に向けた検討

等

# 現場分別の徹底に向けて

リサイクルの推進のためには現場分別の徹底が

必要ですが，建設副産物物流が小口化・多品目化

することから，これらを効率的に運搬する仕組が

必要となります。また，施工者による現場分別が

再資源化業者の受入基準に合わないために，結局

最終処分されたり，逆に，現場分別よりも中間処

理業者による分別の方が効率的な場合もあるな

ど，現場条件にあった分別基準が必要と言えま

す。そこで，以下の取り組みについて実施しま

す。

・解体工事現場での作業内容の透明化および施工

の適正化の促進

・現場の条件に応じた現場分別基準の策定に向け

た検討および現場分別マニュアルの策定による

現場作業員の教育強化

・小口化・多品目化された建設副産物を巡回し，

共同搬送を行う小口巡共同回収システムについ

ての検討 等

$ 品目別の課題について

まず，アスファルト・コンクリート塊，コンク

リート塊に関しては，再資源化率は非常に高いも

のの，再生品である再生砕石の需給バランスが崩

れる可能性があるため，できるだけコンクリート

あるいはアスファルトの再生骨材への再資源化を

繰り返していくことが求められます。しかし，再

生骨材利用コンクリートについては，JIS等の品

質基準が未整備であるために利用が進んでいませ

ん。また，再生アスファルト合材として繰り返し

利用がある程度進んでいるアスファルトについて

も，品質の劣化の問題から，その繰り返し回数は

限られるのが現状です。そこで，以下の取り組み

について実施します。

・再生骨材を用いたコンクリートの品質管理等の

課題の検討

・公共工事での活用など，再生骨材を利用したコ

ンクリートの普及方策についての検討

・繰り返し再資源化のなされた劣化アスファルト

の再生利用に関する研究の推進 等

次に建設発生木材に関しては，リサイクルの方

法として，パーティクルボードへの再生など，原

材料としての再利用（マテリアルリサイクル）

と，燃料としての再利用（サーマルリサイクル）

の２種類存在しますが，発生抑制の観点からすれ

ば，自然界からの物質投入をなるべく少なくすべ

きなので，マテリアルリサイクルを推進すること

が求められます。そこで，木材チップの品質基準

や建設発生木材の分別基準の整備に向けた検討な

どを実施します。

また，解体系の廃石膏ボードについてはリサイ

クル体制や技術等が確立されていない上に，最終

処分する場合には，コストのかかる管理型処分場
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での処理が義務付けられています。廃石膏ボード

の現場分別を徹底し再生利用の促進を図るため，

関係者の協力を得ながら廃石膏ボードリサイクル

を推進するための仕組について検討します。

建設発生土や建設汚泥再生土の利用の促進の障

害となっているのは，それら土の供給に比べて，

土の需要が少ないことにあります。また，建設汚

泥再生品については，環境安全性などの品質を担

保する仕組がないために再生利用が進まないと言

う問題もあります。さらに民間由来の発生土等に

ついては，公共工事で積極的に利用しようとする

際，調達の公平性の問題が生じるため，なかなか

民間由来土の利用が進まないというのも課題で

す。そこで，以下の取り組みについて実施します。

・中期的な建設発生土の需給動向を地域レベルで

把握し，それを適時設計に織り込んで需給バラ

ンスの改善を図る仕組など，土の需給バランス

の改善方策の検討

・民間発生土の工事間利用を進めるに当たっての

課題整理およびルール策定

・民間発生土の公共工事への活用検討

・建設発生土の有効利用した砂利採取跡地の自然

修復事業など，土需要の掘り起こしに向けた検

討

・民間の土質改良プラントや工事発注予定個所の

ストックヤードとしての活用に向けた検討 等

! 適正処理について

リサイクルばかりでなく廃棄物の不適正処理を

防ぐこともまた重要な課題です。これまでも，都

道府県等の環境部局と共同で建設現場を巡回して

建設リサイクル法等の遵守について指導したり，

公共事業の発注者および建設業者に対して再資源

化および適正処理に要する費用の計上について通

知するなど，適正処理の推進に取り組んできまし

た。これらを引き続き推進するとともに，公共工

事において電子マニフェストの利用を段階的に原

則化するなど，民間に率先した取り組みにより電

子マニフェストの普及に努めます。

" 再使用・再生資材利用について

再生資材の利用促進に係る課題として，環境安

全性等品質に対する信頼性を確保することで利用

用途に応じて要求される品質ごとに適材適所で利

用したり，破棄時の再リサイクル性を明らかにす

ることにより可能な限り繰り返し再資源化する等

によって，資源の有効利用を図ることが必要で

す。また，建材の再利用の可能性についても検討

する必要があります。そこで，以下の取り組みに

ついて実施します。

・溶融スラグなど建設関連産業以外を由来とする

再生資材の舗装への適用性評価に関する研究の

実施

・再生資材の利用用途に応じた品質基準と確認手

法の検討

・再生資材含有率等に基づいた再生資材の分類

や，再生資源の有効利用率に関する指標に関す

る検討

・建設資材の再利用を促すため再使用の実績や品

質基準についての検討 等

５． おわりに

建設リサイクル推進計画には前項以外にもさま

ざまな施策，取り組みについて網羅的に示されて

おりますが，紙面の都合上割愛させていただきま

した。本計画に示すとおり，建設リサイクルは，

建設事業および建設事業に係る物質循環にかかわ

るすべての関係者が取り組むべきものであるた

め，それだけに取り組むべき事項がかなりの数に

及ぶものと考えております。

国土交通省としては，これら施策に着実に取り

組むことはもちろんのこと，建設事業に携わる方

のみならず，広く国民に向けて建設リサイクルの

理解と協力を求めるとともに，関係者が連携を図

り建設リサイクルに取り組める環境整備に努めて

まいります。

国土交通省のリサイクルホームページ

http : //www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/re

cycle/
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